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燃料及び石油化学製品の高騰等の影響・動向【概要】

➢ 国の補助金の効果により燃料油価格は安定。企業物価指数は３月以降上昇。消費者物
価指数は緩やかに上昇傾向。

➢ 様々な石油化学製品において供給制限や欠品などの声が増え、幅広い業種に影響が
広がっている。

➢ コスト上昇による資金繰り悪化や資材不足による受注停止など、事業継続への不安の
声が増えている。

★５/14から６/１の間で、前回調査から2６団体を追加し、72団体に対してヒアリング調査を実施。

＜総 評＞

１

資料７－１



●燃料に関する影響

燃料及び石油化学製品の高騰等の影響・動向【概要】

価格面での影響 供給面での影響

足元の影響

燃油価格の高騰によるコスト上昇に
より経営を圧迫

大きな影響は出ていないが、一部事業
者で自社燃料貯蔵施設への配送を断ら
れる状況

先行きの懸念
コスト上昇分の価格転嫁が課題
運賃上昇による観光需要の減少を懸
念

冬季の暖房用燃料の安定供給に懸念

●石油化学製品等に関する影響

価格面での影響 供給面での影響

足元の影響

エンジンオイルや建設資材、包装関連
資材など幅広い製品で値上げが行わ
れており経営を圧迫

様々な石油化学製品において供給制限
や欠品など声が増え、特にシンナーや
塗料は影響が顕著。事業継続にも影響
が生じ始めている。

先行きの懸念
製造コストやランニングコストの更な
る上昇が懸念され、価格転嫁が課題

資材不足によるサプライチェーンの毀
損により今後の受注に影響。事業継続
が困難となることも懸念。 ２
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● 道内市町村の状況

燃料及び石油化学製品の高騰等の影響・動向【概要】

足元の影響

７割を超える市町村で、燃料の契約単価の改定や入札不落、業者から供給制限
の可能性の打診、供給日の遅れ等が発生。また、建築資材や医療・ 介護資材、
指定ゴミ袋等の調達にも影響あり。

先行きの懸念
9割を超える市町村で、価格上昇に伴う予算不足や入札不落、供給の不安定化
に伴う事業の遅延や公共施設等の維持管理への影響を懸念。

３
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北海道の相談窓口等

原油価格高騰に伴う中小企業経営･金融特別相談室

対象事業者 融資条件 融資利率

経 営 環 境 変 化
対 応 貸 付
【原料等高騰】

原料等価格の高騰の影響を受け
ている方

・最近３カ月の売上高に対する「売上原価」
又は「販管費」の割合が前年同期に比べ
減少 など

１.４～
１.６％

経 営 環 境 変 化
対 応 貸 付

売上・利益が減少している方

・最近３カ月の売上高（生産高）が前年同期
に比べ５％以上減少

・最近３カ月の売上高経常利益率が前年同期
に比べ減少 など

１.６～
２.２％

経 営 環 境 変 化
対 応 貸 付
【 認 定 企 業 】

セーフティーネット保証５号の
指定業種に属しており、売上が
減少している方

・セーフティ－ネット保証５号の認定を受け
たもの
指定業種に属しており最近３カ月の売上
高等が前年同期比５％以上減少 など

１.４～
１.６％

■当面の金融支援（北海道中小企業総合振興資金）

■連絡先 道庁 経済部地域経済局中小企業課
TEL 011-204-5331（経営相談）、011-204-5346（金融相談）

各（総合）振興局商工労働観光課

【設置日】
R8.3.19

相談件数：８件（６/４時点）

４
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道の「物価高対応緊急経済対策」関連事業 資料７－３

区分 道民生活支援 事業者支援

事業名 道民生活応援ポイント給付事業 中小・小規模企業賃上げ環境整備等支援事業

申請期間 ６月25日～11月16日 ５月15日～９月30日 ※予算上限に達し次第終了

対象者 道内の全世帯主（約282万世帯） 道内の中小・小規模企業者等

申請方法 アプリ申請 又は 郵送申請 電子申請 又は 郵送申請

支援内容

■アプリ申請の場合
取扱店舗で使えるポイント 5,500 円相当
※日頃の買い物で広く使われている民間ポイントにも変更可能

ポイント取扱店舗（４月３０日より募集開始）
店舗数：約 3,800 店舗 ※５月２５日現在

例：スーパー、コンビニ、地域の販売店 等

■郵送申請の場合
ギフトカード 5,000 円相当

活用場面
の例

○ 食料品をはじめとする生活必需品等の購入

⇒ ・家計負担の軽減

○ ポイント取扱店舗での利用

⇒  ・中東情勢の影響を受けている地域経済の下支え

・道産のお米や水産物等の消費拡大

○ 中東情勢の影響による石油製品等の価格・供給の課題
にも対応した本補助金の活用

（例）
・ 重油など燃料の使用量を削減する省エネ設備の導入
・ 石油由来代替素材に対応するための設備導入や生産工程の見直し
・ 石油由来プラスチックを紙やバイオマス素材に切り替えた新商品の開発
・ 石油由来代替商品の展示会出展・ECサイト構築による販路拡大

申 請 区 分 通常枠 促進枠

補 助 率 １／２以内 ３／４以内

補助上限額 ２００万円 ３００万円

賃上げ要件
※１

率を問わない ４％以上

申 請 要 件 パートナーシップ構築宣言の登録・公表企業※２ など

対 象 経 費

新事業展開、新商品・サービス開発、設備投資（デジタル
技術の導入を含む）、人材育成・確保・定着、販路拡大など、
賃上げ環境の整備に要する経費
（例）機械装置・システム導入費、クラウド使用料、広報費など
※2026（令和８年）年２月２０日以降に要した上記経費が対象

※１ 令和７年12月時点と比較し、事業終了時点までに賃上げを実施。
※２ パートナーシップ構築宣言ポータルサイトへの登録。
       公表までに時間を要しますので、早めにご登録ください。
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